
申請に必要な書類 

《共通書類》 

《申請内容によって必要な書類》原本をお持ち下さい。確認の上、コピーさせていただきます。 

◎住居を取得した場合 

◎住居を賃貸借した場合 

◎引越し費用の場合 

注意事項

 
① 佐川町新婚生活応援事業補助金交付申請書（健康福祉課で配布）

 
② 婚姻届受理証明書もしくは戸籍全部事項証明書（戸籍謄本）※婚姻後のもの

 
③ 最新の夫婦２人分の所得証明書

 
④ 最新の夫婦２人分の納税証明書（市町村民税 及び 県税） 

 
⑤ 誓約書（健康福祉課で配布）

 
⑥ 同意書（健康福祉課で配布）

 
⑦ 貸与型奨学金の返還額及び奨学金返済支援事業の助成額が分かる書類 

　※奨学金を返済している方のみ

 

 
⑧ 売買契約書

 
⑨ 取得費用の領収書

 
⑩ 賃貸借契約書

 
⑪ 住宅手当支給証明書（健康福祉課で配布）

 
⑫ 家賃、敷金、礼金、共益費、仲介手数料等の領収書

 
⑬ 引越し費用（引越業者又は運送業者への支払い）に係る領収書

・この補助金は予算限りですのでご注意ください。 

・事前申請は受け付けません。書類をすべて揃えて提出し、初めて受付になります。 

・対象となる経費の住居は佐川町内の物件の購入、賃貸費用に係るもの、引越しの費用は佐川町内への

転入、転居に係るものが該当です。町外のものは該当しません。


